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基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ 
 

当社は、平成 30 年５月 12 日開催の取締役会において、平成 30 年６月 22 日開催予定の当社第 64 回定時株主

総会に係る基準日（平成 30 年３月 31 日）後に当社第１回新株予約権付社債及び当社第１回新株予約権の権利行

使により当社普通株式を取得する予定の株式会社地域経済活性化支援機構に対し、議決権を付与することを決議

いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 付与する議決権の内容 

(1) 発生事由    新株予約権付社債及び新株予約権の権利行使 

(2) 付与対象株式   普通株式 14,957,714 株 

(3) 付与対象議決権   14,957 個 

(4) 議決権総数に対する割合  52.44％ 

(5) 付与対象株主   株式会社地域経済活性化支援機構 

 

2. 議決権を付与する理由 

平成 30 年５月 12 日付当社プレスリリース「株式会社ジョイフルによる当社普通株式に対する公開買付け

に関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、当社は、株式会社地域経済活性化支援機構（以下「REVIC」

といいます。）が所有する当社第１回新株予約権付社債及び当社第１回新株予約権のすべてについて権利行

使を行ったうえ、当該権利行使により REVIC に交付される全株式（以下「REVIC 所有株式」といいます。）

について株式会社ジョイフル（以下「公開買付者」といいます。）が実施する当社普通株式への公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）へ応募することに賛同を表明しております。 

公開買付者とREVICとの間において平成30年５月12日付で締結された本公開買付けに応募する旨の契約

では、本公開買付けに係る決済の開始日後に開催される当社の株主総会において、REVIC が REVIC 所有株式

に係る議決権を行使することができる場合は、REVIC 又は当社の企業価値、レピュテーション又は社会的信

用を毀損させることが明らかである等やむを得ない場合を除き、公開買付者の指示に従って、当該議決権を

行使する旨が合意されているとのことです。 

以上を踏まえ、当社は会社法第 124 条第４項に鑑み、定時株主総会予定時に最も近い時点での株主の意思

を株主総会に反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき、本基準日後株主となる

REVIC が取得する上記株式について議決権を付与することといたしました。 
 

（参考） 

本公開買付けの概要につきましては、平成 30 年５月 12 日付「株式会社ジョイフルによる当社普通株式に対

する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。 

以 上 


